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研修にあたって
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○各施設におかれては、日頃からの安全管理の対応に
感謝します。

○入所者、利用者等の安全確保は当たり前と言われる
が、それを確保するのは非常に大変です。

○本日は、食中毒対策、感染症対策の研修を行います。

○施設、事業所内での伝達研修についてもよろしくお
願いします。



衛生面の安全対策
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○食事、おやつは、利用者にとって楽しみのひとつであり、
美味しい、安全というニーズは非常に高いです。

○食中毒については、社会福祉施設のみならず、飲食店等で
発生した事象を踏まえ、各種通知が派出されるとともに、
このような研修を開催しています。

○感染症対策については、従前は、季節性インフルエンザや
ノロウイルス等が中心でしたが、新型コロナウイルス感染
症のまん延により、その対策の重要性は、広く住民の皆さ
んにも定着しました。

○新型コロナウイルス感染症は２類相当から５類に分類が変
わりましたが、引き続き対策が必要であることには変わり
ありません。



＜参考＞

熱中症予防対策について
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社会福祉施設等における熱中症対策について①
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○令和6年4月から国の指定基準により、感染症及
び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策
を検討する委員会の設置、研修及び訓練の実施
が義務化。

○鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行
規則等では、国の指定基準にはない鳥取県独自
要素として、感染症と食中毒だけでなく熱中症
も委員会の設置、研修及び訓練の実施を求めて
いる。



社会福祉施設等における熱中症対策について③
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○令和７年度指定障害福祉サービス事業者等の集団指導＜資料抜粋＞



社会福祉施設等における熱中症対策について④
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○令和７年度指定障害福祉サービス事業者等の集団指導＜資料抜粋＞



社会福祉施設等における熱中症対策について②
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○鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則

29 感染症、食中毒及び熱中症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置

を講ずること。

(1) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委

員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することができる。

(2) 感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための指針を整備するこ

と。

(3) 従業者に対し、感染症、食中毒及び熱中症の予防及びまん延の防止のための研

修及び訓練を定期的に実施すること。

※上記については、以下の条例施行規則にも同様の規定あり

○鳥取県介護保険施設に関する条例施行規則

○鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例施行規則

○鳥取県児童福祉施設に関する条例施行規則 など



県内における熱中症の発生状況について①
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Ｒ8．４．23 令和8年度第１回鳥取県熱中症対策連絡会議資料から引用



県内における熱中症の発生状況について②

10

Ｒ8．４．23 令和8年度第１回鳥取県熱中症対策連絡会議資料から引用



県内における熱中症の発生状況について③
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Ｒ8．４．23 令和8年度第１回鳥取県熱中症対策連絡会議資料から引用



熱中症の予防に向けて
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Ｒ8．４．23 令和8年度第１回鳥取県熱中症対策連絡会議資料から引用
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